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町の人口（7月1日現在）�
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人　口  8，711       減  3人 

転入ほか───63人（うち出生8人）�
転出ほか───66人（うち死亡8人）�

男 4，388人 減　3人�
女 4，323人 増減0人�

世帯数  4，673    減  8世帯�

各地域の人口・世帯数�（7月１日現在）�
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広報はちじょう●INFORMATION 小笠原親善訪問

訪問団長　八丈町企画財政課主幹　笹本重喜�
�
5月22日から5月27日まで、八丈町民91名、東京都町村議長会一行とともに、小笠原親善訪問に

行ってきました。�
小笠原諸島には大小30あまりの島々があります。まずは、その景観に見とれてしまいます。特に、

南島はすばらしく、ひとつの観光スポットとなっています。世界遺産に登録を申請する動きもあり
ます。�
小笠原は、自然の宝庫です。ガジュマルに群がる数十匹のメジロ、海に出ればイルカの大群に出会いま

した。運がよかった人は、クジラにも遭遇したそうです。（クジラをよく見る時期は1月～4月とのこと）�
小笠原の産業は、なんといっても自然を生かした観光業。そのほか、パッション・パパイヤの栽

培や漁業なども盛んですが、自然･環境の保護を徹底的に行いながら観光客に楽しんでもらう。ま
さに、エコツーリズムの島として確立していこうとしています。父島ではエコツアーも充実してお
り、エコツアーネットワークを組んで観光客を飽きさせません。この点は八丈島でも見習っていく
必要があると思います。�
悩みの種は、八丈小島と同じで、父島の野生のヤギが増えていることだそうです。�
小笠原の人達は、明るく親切で、訪問中も森下村長をはじめ役場の職員の方々、また関係各位の

方々に大変お世話になりました。父島での訪問団歓迎交流会をはじめ、父島返還祭、母島では、返
還祭で花火が上がり、やぐらを囲んでの踊り・歌とたいへん盛り上がりました。八丈からも、六人
会の太鼓や、一般で参加し、共同で披露したフラも盛り上がりましたが、小笠原では小中高生も皆
さんフラを踊り、島民一体となってもてなしていただきました。�
八丈からの訪問も、今年で25回を数えますが、このすばらしい小笠原と末永く友好島としてお付

き合いできるように願っています。来年は是非小笠原に行きませんか！�
�
�

小笠原親善訪問�小笠原親善訪問�

●日程�
　5月23日�
　戦没者追悼式（船上にて）�
　島内視察（父島）�
　八丈島交流団歓迎式典�
�
　5月24日�
　父島返還祭�
�
　5月25日�
　島内視察（母島）�
　母島返還祭�
�
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広報はちじょう ●INFORMATION 八丈町消防団夏季訓練

小栗孝団長をはじめ、八丈町消防団の夏季訓練が、6月24日、25日の両日

にわたり行われました。�

団員は、午前が住宅防火対策「住宅火災警報器」に対する講義とAEDの講習、

午後はAEDの実技とポンプ車操法、火災検討会を東京都消防訓練所教官から

指導を受け、訓練に取り組みました。�

�

八丈町消防団夏季訓練�八丈町消防団夏季訓練�



●
ご
み
は
正
し
く
分
別
し
て
出
し

ま
し
ょ
う

町
で
は
、
燃
や
せ
る
ご
み
、
資

源
ご
み
、
空
き
び
ん
、
有
害
ご
み
、

金
属
ご
み
の
5
分
別
に
よ
る
収
集

を
行
っ
て
い
ま
す
。

ご
み
を
出
さ
れ
る
方
は
、
正
し

く
分
別
し
、
決
め
ら
れ
た
収
集
日

に
、
8
時
30
分
ま
で
に
出
す
よ
う

に
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
ご
み
袋
に
は
必
ず
氏
名

を
明
記
す
る
よ
う
お
願
い
し
ま

す
。

●
生
ご
み
の
出
し
方
に
つ
い
て

夏
は
気
温
が
上
が
り
、
生
ご
み

か
ら
の
水
分
に
よ
る
悪
臭
が
気
に

な
る
季
節
で
す
。
ま
た
、
カ
ラ
ス

や
猫
に
荒
ら
さ
れ
近
隣
に
迷
惑
を

か
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

生
ご
み
を
出
す
と
き
は
、
新
聞

紙
で
包
ん
で
出
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
は
、
た
い
肥
化
容
器
を
利
用

す
る
な
ど
、
ご
み
の
減
量
に
ご
協

力
く
だ
さ
い
。
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広報はちじょう●INFORMATION 環境だより

●
ヤ
ン
バ
ル
ト
サ
カ
ヤ
ス
デ
対
策

に
つ
い
て

以
前
か
ら
坂
上
地
域
で
発
生
し

て
い
る
ヤ
ス
デ
対
策
と
し
て
今
年

度
は
坂
下
地
域
も
対
象
と
し
、
薬

剤
（
コ
イ
レ
ッ
ト
）
を
配
布
し
ま

す
。

環
境
だ
よ
り

ヤスデの対応について�

�

対 応 策 �
�
1．地域内の環境づくり�
落ち葉や廃材を取り除き、水はけ・日当たりを良くし、暗く湿った場所
を作らないようにしてください。�

2．家屋への侵入防止�
壁や塀まわりのツタやコケ類を取り除き、紙ロウテープなど表面のツル
ツルした素材を張ると効果的です。�

�

駆除方法�
�
1．群雄するヤスデは掃き集めた後、ビニールのごみ袋等に入れ、ひなたに置くとヤスデ自身から発生するガスで
駆除できます。�

2．殺虫用薬剤配布�
ヤスデが住居へ侵入するのを防ぐため、住居を囲むように薬剤を散布する方法です。（巾1メートルが理想的
です）�

�
※　八丈町では、殺虫用薬剤を次のとおり配付しますので、ご利用ください。�
�
殺虫用薬剤の配布について�
①対　　象 ：八丈町にお住まいの世帯�
②薬　　剤 ：コイレット(微粒剤)・3ｋｇ入り�
③本　　数 ：1世帯1ヶ月に1袋を4ヶ月分（8月から配布を始めます）�
④配布方法 ：各出張所及び町役場住民課環境係にて薬剤引換券（1枚につき1袋）をお受け取りください。�

なお、1世帯4袋まで配布しますが乱用防止のため、1ヶ月に1袋までの制限を設けています。�
お手数ですが月ごとに引換券をお受け取りください。�
薬剤引換券を農協各店または、伊勢崎富次朗商店にてコイレットと交換してください。�

�
注　　意�
�
1．薬を使用する前に、物理的な対応（地域内の環境づくりなど）
を試みてください。�

2．薬剤を使用する場合は、使用方法・使用上の注意をよく読ん
でください。（子供や周辺環境への影響のないように十分注
意してください）�

�

�
■問い合わせ�
住民課環境係　2－1121　内線233�
三根出張所　　2－0349�
樫立出張所　　7－0003�
中之郷出張所　7－0002�
末吉出張所　　8－1003�
�
�
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広報はちじょう ●INFORMATION 国保だより

●
高
齢
受
給
者
証
の
更
新

昭
和
7
年
10
月
1
日
以
降
に
生

ま
れ
た
方
で
、
70
歳
に
な
ら
れ
た

方
を
対
象
に
交
付
さ
れ
て
い
る
高

齢
受
給
者
証
は
、
8
月
1
日
更
新

と
な
り
ま
す
。

該
当
さ
れ
る
方
に
は
、
新
し
い

負
担
割
合
が
適
用
さ
れ
た
、
高
齢

受
給
者
証
を
送
付
し
ま
し
た
の
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
新
た
に
70
歳
に
な
ら
れ

る
方
に
は
、
70
歳
到
達
月
の
翌
月

以
降
の
診
療
分
か
ら
負
担
割
合
が

3
割
か
ら
1
割
、
現
役
並
み
所
得

者
は
2
割
（
平
成
18
年
10
月
よ
り

3
割
）
に
な
り
ま
す
の
で
、
誕
生

月
（
1
日
誕
生
日
の
方
は
誕
生
月

の
前
月
）
中
に
高
齢
受
給
者
証
を

送
付
し
ま
す
。

●
高
齢
受
給
者
証
の
判
定
基
準
が

変
わ
り
ま
し
た

70
歳
以
上
の
方
が
医
療
機
関
に

か
か
る
と
き
、
自
己
負
担
は
原
則

1
割
で
す
が
、
現
役
並
み
所
得
者

は
2
割
（
平
成
18
年
9
月
末
ま
で
）

と
な
り
ま
す
。

今
回
、
そ
の
現
役
並
み
所
得
者

を
判
定
す
る
基
準
が
見
直
さ
れ
ま

し
た
。（
別
枠
「
現
役
並
み
所
得

者
と
は
」
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。）

た
だ
し
、
申
請
す
る
こ
と
に
よ
り

行
わ
れ
る
再
判
定
の
基
準
額
、

①
・
②
の
収
入
の
合
計
が
2
人
以

上
の
場
合
で
5
2
0
万
円
未
満
、

1
人
の
場
合
は
3
8
3
万
円
未
満

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
は
、

1
割
に
な
り
ま
す
。

■
現
役
並
み
所
得
者
と
は

①
・
②
に
該
当
す
る
方
の
う
ち

一
人
で
も
課
税
所
得
1
4
5

万
円
以
上
の
方
が
い
る
世
帯

に
属
す
る
70
歳
以
上
の
国
保

被
保
険
者

①
70
歳
以
上
の
国
保
被
保
険
者

②
同
一
世
帯
の
老
人
保
健
医

療
受
給
者（
国
保
被
保
険

者
に
限
る
）

●
公
的
年
金
等
控
除
の
見
直
し
に

伴
う
自
己
負
担
限
度
額
の
経
過

措
置
に
つ
い
て

公
的
年
金
等
控
除
の
縮
減
及
び

老
年
者
控
除
の
廃
止
に
伴
い
、
新

た
に
現
役
並
み
所
得
者
に
移
行
す

る
70
歳
以
上
の
方
で
、
課
税
所
得

金
額
1
4
5
万
円
以
上
2
1
3
万

円
未
満
の
方
は
【
経
過
措
置
対
象

者
】
と
し
て
平
成
18
年
8
月
か
ら

2
年
間
、
自
己
負
担
限
度
額
が
一

般
並
み
に
据
え
置
か
れ
、
高
齢
受

給
者
証
の
一
部
負
担
金
割
合
の
記

載
欄
に
お
い
て
『
2
割
』
の
ほ
か

『
自
己
負
担
限
度
額
「
一
般
」
適

用
』
と
表
記
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、

申
請
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
れ
る

再
判
定
で
基
準
額
内
と
認
め
ら
れ

た
場
合
も
、【
経
過
措
置
対
象
者
】

と
し
て
自
己
負
担
限
度
額
が
一
般

並
み
に
据
え
置
か
れ
ま
す
。

※
経
過
措
置
の
再
判
定
基
準
額
は

別
枠
①
・
②
の
収
入
の
合
計
が

2
人
以
上
の
場
合
で
5
2
0
万

円
以
上
6
2
1
万
円
未
満
、
1

人
の
場
合
は
3
8
3
万
円
以
上

4
8
4
万
円
未
満
と
な
り
ま

す
。

国
保
国
保
だ
よ
り�
国
保
国
保
だ
よ
り�

●
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
認

定
証
の
交
付

高
齢
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方

で
、
同
一
世
帯
の
全
て
の
国
保
被
保

険
者（
擬
制
世
帯
主
を
含
む
）が
住

民
税
非
課
税
の
方
は
、
入
院
さ
れ
る

場
合
申
請
に
よ
り
自
己
負
担
限
度

額
が
下
が
る「
限
度
額
適
用
・
標
準

負
担
額
認
定
証
」を
交
付
し
ま
す
。

該
当
さ
れ
る
方
は
、
所
得
証
明

書
・
印
鑑
を
持
参
の
う
え
住
民
課

国
保
年
金
係
に
て
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

※
こ
の
証
は
原
則
と
し
て
同
一
世

帯
の
国
保
被
保
険
者
が
全
員
住

民
税
非
課
税
の
場
合
に
適
用
さ

れ
ま
す
が
、
老
年
者
に
係
る
住

民
税
非
課
税
措
置
の
廃
止
に
伴

い
、
世
帯
員
の
う
ち
一
部
が
課

税
者
で
あ
っ
て
も
一
部
が
非
課

税
者
の
場
合
、
経
過
措
置
に
よ

り
証
を
交
付
で
き
る
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
住
民
課
国
保
年
金

係
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
入
院
時
の
食
事
代

入
院
中
の
食
事
代
は
標
準
負
担

額
を
自
己
負
担
し
、
残
り
は
国
保

が
負
担
し
ま
す
。

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
に
は
、

申
請
に
よ
り
標
準
負
担
額
が
下
が

る「
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」を

交
付
し
ま
す
。

該
当
さ
れ
る
方
は
、
所
得
証
明

書
・
印
鑑
を
持
参
の
上
、
住
民
課
国

保
年
金
係
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

住
民
課
国
保
年
金
係

内
線
2
3
5

自己負担限度額�

所得区分�
自己負担限度額�

現役並み所得者�
月収28万円以上、�（課税所得145万円以上）�

72，300円＋�

外来�
（個人ごと）�

一　　般�

（
住
民
税
非
課
税
）�

低
所
得
者�

Ⅱ�

Ⅰ�
年金収入�（80万円以下等）�

40，200円�

12，000円�

8，000円�

�

40，200円�

24，600円�

15，000円�

（医療費－361，500円）×1%�
（40，200円）�

（注）　金額は1月当たりの限度額。（　）内の金額は、多数該当（過去12ケ月に�
　　　 3回以上高額療養費の支給を受け4回目の支給に該当）の場合。�

入院１食あたりの食事代�

一　　般�

低所得Ⅰ�

90日以内の入院�

260円�

210円�

160円�

100円�

・住民税非�
　課税世帯�

・低所得Ⅱ�過去12か月で�
90日を超える入院�



な
り
ま
す
。

な
お
、
20
歳
に
な
る
前
に
初
診
日

が
あ
る
病
気
や
ケ
ガ
が
原
因
で
障

害
の
状
態
に
な
っ
た
場
合
は
、
20
歳

か
ら
年
金
が
受
け
ら
れ
ま
す
。（
一

定
の
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。）

③
遺
族
基
礎
年
金

国
民
年
金
に
加
入
中
で
、
世
帯

の
生
計
を
支
え
て
い
た
方
が
亡
く
な

ら
れ
た
と
き
に
、
18
歳
以
下
の
子
供

が
い
る
妻
ま
た
は
子
供
が
受
け
ら
れ

ま
す
。
受
け
る
た
め
に
は
、
死
亡
日

の
前
日
に
お
い
て
、
死
亡
日
の
前
々

月
ま
で
に
保
険
料
を
納
め
た
期
間

や
保
険
料
を
免
除
さ
れ
た
期
間
が

加
入
期
間
の
3
分
の
2
以
上
あ
る
こ

と
が
必
要
で
す
。
受
け
ら
れ
る
年
金

額
は
、
子
供
の
状
態
や
人
数
に
よ
り

異
な
り
ま
す
。

右
記
以
外
に
、
次
の
よ
う
な
制
度

も
あ
り
ま
す
。

●
付
加
年
金

国
民
年
金
加
入
中
の
方
が「
付

加
保
険
料（
月
額
4
0
0
円
）」を
納

め
る
と
、
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け

る
と
き
に
あ
わ
せ
て
受
け
ら
れ
ま

す
。
ま
た
、
支
給
の「
繰
上
げ
」、「
繰

下
げ
」を
し
た
場
合
も
、
同
率
の
減

額
及
び
増
額
が
あ
り
ま
す
。
受
け

ら
れ
る
年
金
額
は
、
付
加
保
険
料

納
付
月
数
に
2
0
0
円
を
か
け
た
額

で
す
。

6
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●
支
給
の「
繰
上
げ
」と「
繰
下
げ
」

老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
は
、
原

則
と
し
て
65
歳
か
ら
で
す
が
、
60
歳

以
後
の
希
望
す
る
年
齢
か
ら
受
給

す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合

の
年
金
額
は
、
65
歳
前
に
受
給
さ
れ

る
場
合
は
減
額
さ
れ
、
66
歳
以
後
に

受
給
さ
れ
る
場
合
は
増
額
さ
れ
ま

す
。
た
だ
し
、
年
金
を
請
求
し
て
決

定
さ
れ
た
支
給
額
は
生
涯
変
わ
り

ま
せ
ん
。
な
お
、
老
齢
基
礎
年
金
を

繰
上
げ
て
受
給
し
た
場
合
、
万
が

一
障
害
の
状
態
に
な
っ
て
も
障
害
基

礎
年
金
を
請
求
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。

平
成
13
年
4
月
1
日
以
降
60
歳
に

な
る
方（
昭
和
16
年
4
月
2
日
以
降

生
ま
れ
の
方
）か
ら
、
新
支
給
率
が
適

用
さ
れ
月
単
位
で
細
か
く
算
出
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。（
表
2
参
照
）

●
寡
婦
年
金

国
民
年
金
に
加
入
し
、
保
険
料

を
納
め
た
期
間
ま
た
は
保
険
料
を

免
除
さ
れ
た
期
間
が
原
則
と
し
て

25
年
以
上
あ
る
夫
が
年
金
を
受
け

ず
に
亡
く
な
っ
た
と
き
に
、
10
年
以

上
継
続
し
て
婚
姻
関
係
に
あ
り
、

生
計
を
維
持
さ
れ
て
い
た
妻
が
60

歳
か
ら
65
歳
に
な
る
ま
で
受
け
ら
れ

ま
す
。
受
け
ら
れ
る
年
金
額
は
、
夫

の
老
齢
基
礎
年
金（
第
1
号
被
保

険
者
に
か
か
る
分
）か
け
る
4
分
の

3
で
す
。

国
民
年
金
は
、
公
的
年
金
制
度

の
基
礎
と
し
て
加
入
者
に
共
通
の

「
基
礎
年
金
」を
支
給
す
る
制
度
で

す
。
ま
た
老
後
の
生
活
保
障
だ
け
で

な
く
、
病
気
や
ケ
ガ
な
ど
で
収
入
が

途
絶
え
た
と
き
な
ど
で
も
、
誰
も
が

安
定
し
た
生
活
を
送
れ
る
よ
う
に

社
会
全
体
で
支
え
合
う
制
度
で
す
。

日
本
に
住
ん
で
い
る
20
歳
か
ら
60

歳
ま
で
の
す
べ
て
の
人
は
、
国
民
年

金
に
加
入
す
る
こ
と
が
義
務
と
な
っ

て
い
ま
す
。

加
入
の
種
類
は
3
つ
あ
り
ま
す
。

①
第
1
号
被
保
険
者

自
営
業
や
農
林
漁
業
の
方
、
そ

の
配
偶
者
、
学
生
な
ど
の
方
が
対

象
と
な
り
ま
す
。（
た
だ
し
、
厚
生
年

金
保
険
や
共
済
組
合
の
老
齢（
退

職
）年
金
を
受
け
て
い
る
人
は
除
き

ま
す
。）保
険
料
は
、
自
分（
世
帯
）で

納
め
ま
す
。
18
年
4
月
か
ら
19
年
3

月
の
保
険
料
額
は
1
ヶ
月
１
３，

8

6
0
円
で
す
。

②
第
2
号
被
保
険
者

厚
生
年
金
保
険
や
共
済
組
合
に

加
入
し
て
い
る
70
歳
未
満
の
方（
会

社
員
や
公
務
員
な
ど
）が
対
象
と
な

り
ま
す
。（
た
だ
し
、
65
歳
以
上
70
歳

未
満
で
老
齢
及
び
退
職
を
事
由
と

す
る
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
人

は
除
き
ま
す
。）保
険
料
は
、
給
与
に

応
じ
た
額
が
勤
務
先
で
源
泉
徴
収

（
天
引
き
）さ
れ
ま
す
。

③
第
3
号
被
保
険
者

厚
生
年
金
保
険
や
共
済
組
合
に

加
入
し
て
い
る
方
に
扶
養
さ
れ
て
い

る
配
偶
者
で
、
20
歳
以
上
60
歳
未
満

の
人
が
対
象
と
な
り
ま
す
。（
会
社

員
や
公
務
員
な
ど
の
配
偶
者
）保
険

料
は
、
配
偶
者
の
加
入
す
る
年
金

制
度
が
負
担
し
ま
す
。

右
記
以
外
で
、
希
望
に
よ
り
加

入
で
き
る
人
が
い
ま
す
。（
任
意
被
保

険
者
）

・
日
本
国
内
に
住
所
を
有
す
る
20

歳
以
上
60
歳
未
満
の
方
で
、
厚
生

年
金
保
険
や
共
済
組
合
の
老
齢

（
退
職
）年
金
を
受
け
て
い
る
人
。

・
日
本
国
内
に
住
所
を
有
す
る
60

歳
以
上
65
歳
未
満
の
人
。

・
20
歳
以
上
65
歳
未
満
で
、
外
国
に

住
ん
で
い
る
日
本
国
籍
の
人
。

・
65
歳
以
上
70
歳
未
満
で
受
給
資

格
期
間
を
満
た
し
て
な
い
昭
和
40

年
4
月
1
日
以
前
生
ま
れ
の
人
。

受
け
ら
れ
る
年
金
の
種
類
は
3
つ

あ
り
ま
す
。

①
老
齢
基
礎
年
金

65
歳
か
ら
生
涯
に
わ
た
っ
て
受
け

ら
れ
ま
す
。
受
け
る
た
め
に
は
、
受

給
資
格
期
間（
保
険
料
を
納
め
た

期
間
及
び
免
除
等
の
承
認
を
受
け

た
期
間
の
合
計
）が
25
年
以
上
必
要

で
す
。
受
け
ら
れ
る
年
金
額
は
、
20

歳
か
ら
60
歳
ま
で
の
40
年
間
保
険
料

を
納
め
た
場
合
で
、
満
額
の
7
9
2，

1
0
0
円（
平
成
18
年
度
の
支
給
年

額
）で
す
。
保
険
料
を
納
め
な
か
っ
た

期
間
や
、
保
険
料
が
免
除
さ
れ
た

期
間
が
あ
る
と
き
は
、「
表
1
」の
計

算
式
で
算
出
し
た
額
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
学
生
納
付
特
例
や
若
年
者

納
付
猶
予
が
認
め
ら
れ
た
期
間
に

つ
い
て
は
、
受
給
資
格
期
間
に
は
含

ま
れ
ま
す
が
、
保
険
料
が
納
付
さ
れ

な
い
限
り
年
金
額
の
計
算
に
は
反

映
さ
れ
ま
せ
ん
。

②
障
害
基
礎
年
金

原
則
と
し
て
、
国
民
年
金
に
加

入
中
に
初
診
日
の
あ
る
病
気
や
ケ

ガ
で
、
日
常
生
活
に
著
し
く
支
障
の

あ
る
障
害（
政
令
で
定
め
ら
れ
た
程

度
）の
状
態
に
な
っ
た
と
き
に
受
け

ら
れ
ま
す
。
受
け
る
た
め
に
は
、
初

診
日
の
前
日
に
お
い
て
、
初
診
日
の

前
々
月
ま
で
に
保
険
料
を
納
め
た

期
間
や
保
険
料
を
免
除
さ
れ
た
期

間
が
加
入
期
間
の
3
分
の
2
以
上
あ

る
こ
と
が
必
要
で
す
。
受
け
ら
れ
る

年
金
額
は
、
障
害
の
程
度
に
よ
り
異

国
民
年
金

国
民
年
金�
国
民
年
金

国
民
年
金�

国
民
年
金
の
あ
ら
ま
し



8
月
は
老
齢
福
祉
年
金
の
支
給

月
で
す
。

老
齢
福
祉
年
金
を
受
け
て
い
る

方
に
は
、「
国
民
年
金
証
書
」
と

「
定
時
届
」（
8
月
期
分
の
み
送
付
）

を
8
月
上
旬
頃
に
東
京
社
会
保
険

事
務
局
よ
り
送
付
い
た
し
ま
す
。

こ
れ
ま
で
は
、
年
金
を
受
け
取
ら

れ
た
あ
と
、「
国
民
年
金
証
書
」
及

び
「
定
時
届
」
を
お
住
ま
い
の
区
市

町
村
役
場
の
担
当
窓
口
へ
ご
提
出

い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
た
が
、
本

年
度
よ
り
、
提
出
先
が
東
京
都
社

会
保
険
事
務
局
に
変
更
と
な
り
ま

し
た
。

提
出
に
つ
い
て
は
、「
国
民
年
金

証
書
」
及
び
「
定
時
届
」
が
送
付
さ

れ
る
際
に
同
封
さ
れ
て
い
る
、
返

信
用
封
筒
を
お
使
い
く
だ
さ
い
。

こ
の
提
出
が
遅
れ
ま
す
と
、
次

回
の
年
金
の
支
払
い
が
遅
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

老
齢
福
祉
年
金
に
関
す
る
お
問

い
合
わ
せ
は
、
東
京
社
会
保
険
事

務
局
年
金
部
年
金
管
理
課

０
３
│
5
3
2
2
│
1
6
4
1
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●
死
亡
一
時
金

国
民
年
金
に
加
入
し
、
保
険
料

を
納
め
た
期
間
の
月
数
と
4
分
の
1

免
除
期
間
の
4
分
の
3
に
相
当
す
る

月
数
、
半
額
免
除
期
間
の
月
数
の

2
分
の
1
に
相
当
す
る
月
数
、
4
分

の
3
免
除
期
間
の
4
分
の
1
に
相
当

す
る
月
数
と
を
合
計
し
た
月
数
が

36
ヶ
月
以
上
あ
る
人
が
年
金
を
受

け
ず
に
亡
く
な
っ
た
と
き
に
、
生
計

を
同
じ
く
し
て
い
た
遺
族
が
受
け
ら

れ
ま
す
。
受
け
ら
れ
る
年
金
額
は
、

保
険
料
を
納
付
し
た
期
間
に
応
じ

て
異
な
り
ま
す
。

な
お
、
付
加
保
険
料
を
納
め
た

期
間
が
3
年
以
上
あ
る
場
合
に
は
、

8，

5
0
0
円
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

●
脱
退
一
時
金

国
民
年
金
の
加
入
期
間
が
一
定

以
上
あ
り
、
老
齢
基
礎
年
金
の
受

給
資
格
の
な
い
短
期
在
留
の
外
国
の

方
に
は
、
被
保
険
者
資
格
を
喪
失

し
て
、
日
本
国
内
に
住
所
を
有
し

な
く
な
っ
た
日
か
ら
2
年
以
内
に
請

求
を
行
え
ば
、
脱
退
一
時
金
が
支

給
さ
れ
ま
す
。
保
険
料
を
納
め
た
期

間
の
月
数
と
4
分
の
1
免
除
期
間
の

4
分
の
3
に
相
当
す
る
月
数
、
半
額

免
除
期
間
の
月
数
の
2
分
の
1
に
相

当
す
る
月
数
、
4
分
の
3
免
除
期
間

の
4
分
の
1
に
相
当
す
る
月
数
と
を

合
計
し
た
月
数
が
6
ヶ
月
以
上
あ

る
外
国
の
方
が
、
年
金
を
受
け
ら
れ

ず
に
帰
国
さ
れ
た
後
、
2
年
以
内
に

請
求
さ
れ
た
場
合
、
受
け
ら
れ
ま

す
。
受
け
ら
れ
る
金
額
は
、
脱
退
一

時
金
の
請
求
日
が
属
す
る
月
の
前

月
ま
で
の
第
1
号
被
保
険
者
期
間

の
う
ち
最
後
に
保
険
料
を
納
付
し

た
月
を
基
準
月
と
し
、
決
定
さ
れ

ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

住
民
課
国
保
年
金
係

内
線
2
3
6

港
社
会
保
険
事
務
所

０
３
│
5
4
0
1
│
3
2
1
1

老
齢
福
祉
年
金
を
受
け
て
い
る

方
の
国
民
年
金
証
書
及
び
定
時

届
の
提
出
先
が
変
わ
り
ま
す
！

お願い�
「ねんきんダイヤル」の電話番号の�
お掛け間違いにご注意ください！ �

　最近、「ねんきんダイヤル」の「0570」の最初の

「0」を省略したり、市外局番を付けて間違い電話に

なっている事例が発生しております。        �

　電話番号を十分にお確かめのうえ、お掛け間違い

のないよう、お願いいたします。       

年金請求などの�

年金相談については�

すでに年金を�

お受けになっている方の�

年金相談については�

0570－05－1165

0570－07－1165

 ※1　保険料の3/4の額が免除され、残りの1/4を納付した月数。�
 ※2　保険料の半額が免除され、残りの半額を納付した月数。�
 ※3　保険料の1/4が免除され、残りの3/4を納付した月数。�
 ※4　昭和13年4月2日から昭和14年4月1日生まれの方は、37年。�

昭和14年4月2日から昭和15年4月1日生まれの方は、38年。�
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日生まれの方は、39年。�
昭和16年4月2日以降に生まれた方は、40年。�

表1　計算式（平成18年度）�

表2　請求時（申出時）の年齢と支給率（％）   

 ※1   ※2      ※3

792,100円×�
（　　　）＋（　　　）＋（　　　）＋（　　　）＋（　　　）�

40年(加入可能年数）×12

納付済�
月数�

全額免除�
月数×1/3

3/4免除月数�
×1/2

半額免除月数�
×2/3

1/4免除月数�
×5/6

請求時の年齢� 支給率（％）�申出時の年齢� 支給率（％）�

60歳0ヶ月～�
　60歳11ヶ月�
�
61歳0ヶ月～�
　61歳11ヶ月�
�
62歳0ヶ月～�
　62歳11ヶ月�
�
63歳0ヶ月～�
　63歳11ヶ月�
�
64歳0ヶ月～�
　64歳11ヶ月�

66歳0ヶ月～�
　66歳11ヶ月�
�
67歳0ヶ月～�
　67歳11ヶ月�
�
68歳0ヶ月～�
　68歳11ヶ月�
�
69歳0ヶ月～�
　69歳11ヶ月�
�
70歳0ヶ月～�

70．0～75．5�

76．0～81．5�

82．0～87．5�

88．0～93．5�

94．0～99．5

108．4～116．1�

116．8～124．5�

125．2～132．9�

133．6～141．3�

142．0 �

※繰上げ支給の支給率の算出方法　「100％－（繰上げた月数×0．5％）」�
※繰下げ支給の支給率の算出方法　「100％＋（繰下げた月数×0．7％）」�

※4
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●
「

○老
医
療
受
給
者
証
」
の
更

新
に
つ
い
て

健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る

昭
和
7
年
9
月
30
日
ま
で
に
生
ま

れ
た
方
と
65
歳
以
上
で
一
定
の
障

害
の
あ
る
方（
申
請
が
必
要
と
な
り

ま
す
）を
対
象
に
交
付
さ
れ
て
い

る

医
療
受
給
者
証
は
、
8
月
1

日
更
新
と
な
り
ま
す
。

更
新
の
際
に
、
自
己
負
担
割
合

に
変
更
が
あ
っ
た
方
に
新
た
な

医
療
受
給
者
証
を
郵
送
い
た
し
ま

し
た
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

●
「

○老
医
療
受
給
者
証
」
の
判

定
基
準
が
変
わ
り
ま
し
た
。

医
療
受
給
者
証
を
お
持
ち

の
方
が
医
療
機
関
に
か
か
る
と
き
、

自
己
負
担
は
原
則
1
割
負
担
で
す

が
、
現
役
並
み
所
得
者
は
3
割
負

担（
平
成
18
年
9
月
30
日
ま
で
は
2

割
）と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
申
請

す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
れ
る
再
判

定
の
基
準
額
に
該
当
す
る
と
認
め

ら
れ
た
場
合
は
1
割
に
な
り
ま
す
。

今
回
の
更
新
よ
り
、
所
得
区
分

の
判
定
基
準
が
別
表
1
の
と
お
り

変
わ
り
ま
し
た
。

老�

老�

老�

●
公
的
年
金
等
控
除
の
見
直
し
に

伴
う
自
己
負
担
限
度
額
の
経
過

措
置
に
つ
い
て

公
的
年
金
等
控
除
の
縮
減
及
び

老
年
者
控
除
の
廃
止
に
伴
い
、
新

た
に
現
役
並
み
所
得
者
に
移
行
す

る
方
【
経
過
措
置
対
象
者
】
に
つ

い
て
は
、
平
成
18
年
8
月
か
ら
2

年
間
、
自
己
負
担
限
度
額
を
一
般

並
み
に
据
え
置
き
、

医
療
受

給
者
証
の
一
部
負
担
金
割
合
の
記

載
欄
に
お
い
て
『
3
割
』
の
ほ
か
、

『
平
成
18
年
9
月
30
日
ま
で
は
2

割
』、『
自
己
負
担
限
度
額
「
一
般
」

適
用
』
と
表
記
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
申
請
す
る
こ
と
に
よ
り

行
わ
れ
る
再
判
定
で
基
準
額
内
と

老�

認
め
ら
れ
た
場
合
も
、【
経
過
措

置
対
象
者
】
と
し
て
自
己
負
担
限

度
額
が
一
般
並
み
に
据
え
置
か
れ

ま
す
。

※
経
過
措
置
の
再
判
定
基
準
額
に

つ
い
て

同
一
世
帯
に
70
歳
以
上
の
方
が

2
人
以
上
の
場
合
で
収
入
の
合
計

が
5
2
0
万
円
以
上
6
2
1
万
円
未

満
、
1
人
の
場
合
は
3
8
3
万
円
以

上
4
8
4
万
円
未
満
と
な
り
ま
す
。

●
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
に
つ
い
て

医
療
受
給
者
証
を
お
持
ち

の
方
で
、
同
一
世
帯
の
全
員
が
住

民
税
非
課
税
の
方
は
、
申
請
に
よ

老�

り
自
己
負
担
限
度
額
が
下
が
る

「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
」
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
こ
の
証
に
よ
り
入
院
時

の
食
事
代
の
自
己
負
担
に
あ
た
る

標
準
負
担
額
が
下
が
り
ま
す
。

該
当
さ
れ
る
方
は
、

医
療

受
給
者
証
・
所
得
証
明
書
・
印
鑑

を
持
参
の
う
え
健
康
課
高
齢
福
祉

係
に
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
こ
の
証
は
原
則
と
し
て
同
一
世

帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税
の
場

合
に
適
用
さ
れ
ま
す
が
、
老
年

者
に
係
る
住
民
税
非
課
税
措
置

老�

の
廃
止
に
伴
い
、
世
帯
員
の
う

ち
一
部
が
課
税
者
で
あ
っ
て
も

一
部
が
非
課
税
者
の
場
合
、
経

過
措
置
に
よ
り
証
を
交
付
で
き

る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
健
康

課
高
齢
福
祉
係
ま
で
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

注
）
自
己
負
担
限
度
額
と
食
事
標

準
負
担
額
に
つ
い
て
は
別
表
2
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

健
康
課
高
齢
福
祉
係

電
話
2
│
5
5
7
0

老
人
保
健
医
療
制

度
に
つ
い
て

別表1

所得�
区分�

一
般�

一
定
以
上
所
得
者�

低
所
得
者
Ⅱ�

低
所
得
者
Ⅰ�

判定基準�

一定以上所得者、低所得Ⅰ・Ⅱの�
いずれにもあてはまらない人です。�

同一世帯の全員が住民税非課税の人�
（低所得Ⅰ以外の人）にあたります。�

同一世帯に一定の所得（課税所得が145万円）以上の
70歳以上の人または老人保健で医療を受ける人です。�

▼�
ただし、70歳以上の人および老人保健で医療を受ける
人の収入の合計が、下記の場合、申請により「一般」の
区分と同様になります。�
�

同一世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の判定対
象者の各所得が必要経費・控除※を差し引いたときに0
円となる人にあたります。�
�
※年金の所得は控除額を80万円として計算します。�
�

1人世帯�

2人以上世帯�

383万円未満�

520万円未満�

�

所得区分�

一定以上所得者�

一　　　　　般�

低 所 得 者 Ⅱ �

低 所 得 者 Ⅰ �

外来（個人ごと）�

40，200円�

12，000円�

8，000円�

自己負担限度額�

72，300円＋                        �
（医療費－361，500円）×1％�

（40，200円）�
�

40，200円�

24，600円�

15，000円�

（注）金額は1月当たりの限度額。（　）内の金額は、多数該当（過去12か月に�
　　　3回以上高額療養費の支給を受け4回目の支給に該当）の場合。�
�

一　般・一定以上所得者�

90日以内の入院�

過去12か月で90日を超える入院�

　　　　低所得者Ⅰ�

低所得者Ⅱ�

260円�

210円�

160円�

100円�

別表2
●自己負担限度額�

● 入院１食あたりの食事代�



受
給
者
証
の
更
新
時
期
に

な
り
ま
し
た

心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
制
度

は
、
心
身
障
害
者
の
保
健
の
向
上

お
よ
び
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
し
、
医
療
費
の
一
部
を

助
成
す
る
制
度
で
す
。

対
象
と
な
る
方
に
は
、
受
給
者

証
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

対
象
と
な
る
方
は
、
身
体
障
害

者
手
帳
1
級
・
2
級
・
（
心
臓
・

じ
ん
臓
・
呼
吸
器
・
ぼ
う
こ
う
・

直
腸
・
小
腸
・
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ

イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
機
能
障
害
の

内
部
障
害
に
つ
い
て
は
、
3
級
の

方
も
含
む
）
ま
た
は
、
愛
の
手
帳

1
度
・
2
度
で
、
所
得
制
限
額
以

下
の
方
に
限
ら
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
65
歳
以
上
で
新
規
に

手
帳
を
取
得
し
た
方
や
、
65
歳
以

上
で
初
め
て
申
請
す
る
方
な
ど
は

対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
65
歳
未
満
で
、
一
度
、

本
制
度
の
受
給
者
と
な
っ
た
方

が
、
そ
の
後
所
得
超
過
な
ど
の
理

由
で
受
給
者
と
な
ら
な
く
な
っ
た

場
合
で
も
、
65
歳
を
超
え
て
、
本

制
度
の
所
得
な
ど
の
要
件
を
満
た

障�

し
て
い
れ
ば
、
受
給
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

現
在
、
受
給
者
証
を
お
持
ち
の

方
は
、
今
月
末
で
有
効
期
限
が
満

了
と
な
り
ま
す
。
更
新
と
な
る
方

に
は
、
8
月
下
旬
ま
で
に
新
し
い

受
給
者
証
を
郵
送
で
お
届
け
し
ま

す
。

※
有
効
期
間
を
経
過
し
た
医
療
証

の
返
却
は
、
町
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー
ま
た
は
、
町
役
場
、
各
出

張
所
ま
で
。

■
問
い
合
わ
せ

健
康
課
保
健
係

2
│
5
5
7
0

●
8
月
31
日
（
木
）

町
都
民
税(

2
期)

国
民
健
康
保
険
税(

2
期)

口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

納
め
忘
れ
を
防
ぐ
た
め
に
は
、

口
座
振
替
を
利
用
す
る
と
便
利
で

す
。
納
付
の
た
び
に
役
場
や
、
金

9

広報はちじょう ●INFORMATION ○障受給者証の更新時期のお知らせ／税のお知らせ

障
受
給
者
証
の

更
新
時
期
の

お
知
ら
せ

税
の
お
知
ら
せ

融
機
関
へ
足
を
運
ぶ
必
要
が
な

く
、
納
め
忘
れ
が
あ
り
ま
せ
ん
。

○
口
座
振
替
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
金
融
機
関

七
島
信
用
組
合
・
み
ず
ほ
銀
行
・

郵
便
局

○
申
込
方
法

各
金
融
機
関
へ
預
・
貯
金
通

帳
、
届
出
印
、
納
付
書
を
お
持
ち

の
う
え
、
申
し
込
み
し
て
く
だ
さ

い
。

●
土
地
・
家
屋
の
所
有
者
が
亡
く

な
ら
れ
た
と
き
は

土
地
・
家
屋
の
登
記
簿
上
の
所

有
者
が
亡
く
な
ら
れ
た
場
合
は
相

続
登
記
を
し
て
く
だ
さ
い
。
相
続

登
記
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
は
、

相
続
人
代
表
者
を
指
定
し
て
い
た

だ
き
、
そ
の
代
表
者
に
納
税
通
知

書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
未
登
記
の
家
屋
は
保
存

登
記
を
し
て
い
た
だ
く
か
、「
申

立
書
」
に
よ
り
所
有
者
を
決
定
し

て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

●
家
屋
を
新
築
・
増
築
さ
れ
た
と

き
は

家
屋
を
新
築
ま
た
は
増
築
さ
れ

た
場
合
、
固
定
資
産
評
価
額
の
算

出
を
す
る
た
め
、
家
屋
調
査
を
行

い
ま
す
の
で
、
未
登
記
の
家
屋
の

場
合
は
、
税
務
課
ま
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。
調
査
の
際
に
は
、
建
築

確
認
・
平
面
図
立
面
図
を
参
考
に

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
ご
用

意
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
以
下
の
こ

と
に
つ
い
て
お
尋
ね
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

・
家
屋
の
所
有
者
の
住
所
・
氏
名

（
未
登
記
の
家
屋
の
場
合
）

・
登
記
の
有
無
・
家
屋
の
所
在
地

番
（
未
登
記
の
家
屋
の
場
合
）

・
建
築
完
了
年
月
日
（
入
居
さ
れ

た
年
月
日
）

・
そ
の
他
（
取
り
壊
さ
れ
た
家
屋

に
つ
い
て
等
）

●
家
屋
を
取
り
壊
さ
れ
た
と
き
は

年
の
途
中
で
家
屋
の
取
り
壊
し

が
あ
っ
た
場
合
で
も
、
賦
課
期
日

現
在
（
1
月
1
日
）
の
所
有
者
に

そ
の
年
の
固
定
資
産
税
が
課
税
さ

れ
ま
す
。
家
屋
を
取
り
壊
し
た
と

き
は
税
務
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
登
記
さ
れ
て
い
る
家

屋
の
場
合
は
滅
失
登
記
を
お
願
い

し
ま
す
。

●
土
地
の
利
用
を
変
更
し
た
と
き
は

土
地
は
、
登
記
簿
上
の
地
目
で

は
な
く
、
賦
課
期
日
（
1
月
1
日
）

の
現
況
地
目
で
課
税
さ
れ
ま
す
。

「
雑
種
地
を
宅
地
に
し
た
」、「
山

林
を
畑
に
し
た
」
等
の
用
途
変
更

が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
税
務
課
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

平
成
17
年
分
の
所
得
の
申
告
は

お
済
み
で
す
か
？

所
得
の
無
か
っ
た
方
で
も
、
国
民

健
康
保
険
税
の
軽
減
や
、
所
得
証

明
等
の
交
付
な
ど
の
算
定
の
た
め

申
告
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
ま
だ

申
告
を
し
て
い
な
い
方
は
、
次
の

日
程
で
申
告
の
受
付
を
行
い
ま
す

の
で
、
お
済
ま
せ
下
さ
い
。

○
日
程

・
8
月
1
日
（
火
）

中
之
郷
公
民
館

・
8
月
2
日
（
水
）

三
根
公
民
館

・
8
月
3
日
（
木
）

町
役
場
会
議
室

時
間
は
い
ず
れ
も

午
前
9
時
〜
午
後
4
時

ご
都
合
の
つ
か
な
い
方
は
、
税

務
課
で
常
時
受
け
付
け
て
い
ま

す
。

■
問
い
合
わ
せ

税
務
課
税
務
係
　

内
線
2
2
1

納
期
限
お
よ
び

口
座
振
替
日

ご
存
知
で
す
か
？

平
成
１７
年
分
の
所
得
の
申

告
の
受
付
に
つ
い
て
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●
教
育
相
談
室
よ
り

子
ど
も
が
何
も
の
に
も
代
え
が

た
い
大
切
な
宝
だ
と
歌
っ
た
山
上

憶
良
の
「
銀
も
金
も
玉
も
な
に
せ

む
に
ま
さ
れ
る
宝
こ
に
し
か
め
や

も
」（
万
葉
集
）
と
い
う
短
歌
が

よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の

歌
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
長
歌
が
あ

り
ま
す
。「
ウ
リ
を
食
べ
る
と
ウ

リ
が
大
好
き
な
子
ど
も
た
ち
の
こ

と
が
心
に
浮
か
ん
で
く
る
。
栗
を

食
べ
る
と
ま
す
ま
す
子
ど
も
ら
の

こ
と
が
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
い

っ
た
い
、
子
ど
も
い
う
も
の
は
ど

こ
か
ら
や
っ
て
来
た
の
だ
ろ
う
。

眠
ろ
う
と
思
っ
て
も
子
ど
も
の
お

も
か
げ
が
ま
ぶ
た
に
ち
ら
つ
い
て

安
眠
さ
せ
て
く
れ
な
い
の
だ
。
」

（
大
意
）
ケ
ー
キ
や
ア
イ
ス
ク
リ

ー
ム
の
な
い
、
ウ
リ
や
栗
な
ど
の

自
然
の
か
す
か
な
甘
み
が
ほ
ん
と

う
に
貴
重
だ
っ
た
時
代
の
こ
と
で

す
が
、
作
者
が
外
出
先
で
口
に
し

た
デ
ザ
ー
ト
の
味
を
と
お
し
て
わ

が
子
へ
の
限
り
な
い
愛
情
が
確
か

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

子
ど
も
を
め
ぐ
る
悲
惨
な
事
件

が
相
次
ぐ
中
で
、
親
と
し
て
子
ど

も
に
ど
う
接
す
る
べ
き
な
の
か
を

考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
子
ど
も
の

た
め
と
思
っ
て
し
て
き
た
厳
し
い

し
つ
け
が
、
実
は
親
の
理
想
の
一

方
的
な
押
し
付
け
だ
っ
た
の
で
は

な
い
か
。
子
ど
も
が
か
わ
い
い
と
い

い
な
が
ら
、
ほ
ん
と
う
は
親
の
満

足
が
い
ち
ば
ん
大
事
だ
っ
た
の
で

は
な
い
か
。
子
ど
も
が
天
か
ら
の

授
か
り
も
の
と
信
じ
ら
れ
た
こ
ろ

は
、
成
長
の
喜
び
を
無
心
に
受
け

止
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
に
、
い
つ

の
間
に
か
親
の
過
大
な
期
待
を
背

負
わ
さ
れ
て
い
た
り
、
親
の
ス
ト

レ
ス
の
は
け
口
に
し
て
い
た
と
い

う
こ
と
は
な
か
っ
た
か
…
…
。

「
学
力
の
低
下
」
が
騒
が
れ
る

よ
う
に
な
り
、
子
ど
も
た
ち
へ
の

圧
力
が
い
っ
そ
う
強
ま
っ
て
い
る

よ
う
に
見
え
ま
す
。
お
と
な
社
会

の
競
争
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
子
ど
も

社
会
に
持
ち
込
ま
れ
る
よ
う
に
な

り
、
勝
ち
負
け
や
順
位
が
大
き
な

関
心
事
に
な
る
と
、
勉
強
、
塾
や

習
い
ご
と
、
ス
ポ
ー
ツ
、
地
域
の

活
動
な
ど
、
お
と
な
が
敷
い
た
レ

ー
ル
の
上
を
懸
命
に
走
る
子
ど
も

ほ
ど
ス
ト
レ
ス
を
た
め
て
い
る
は

ず
で
す
。

夏
休
み
の
40
日
間
は
、
子
ど
も

の
生
活
の
中
心
が
学
校
か
ら
家
庭

に
移
り
ま
す
。
三
度
の
食
事
の
心

配
か
ら
、
宿
題
の
こ
と
、
安
全
の
こ

と
な
ど
親
と
し
て
気
の
休
ま
る
と

き
が
な
い
と
い
う
思
い
に
駆
ら
れ

る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
親
子
に

得
ら
れ
た
時
間
を
と
も
に
過
ご
せ

る
こ
と
を
素
直
に
喜
べ
る
気
持
ち

の
ゆ
と
り
を
も
ち
た
い
も
の
で
す
。

プ
リ
ン
ス
メ
ロ
ン
、
ス
イ
カ
な

ど
ウ
リ
類
の
美
味
し
い
季
節
に
な

り
ま
し
た
。
わ
が
子
に
わ
が
孫
に

食
べ
さ
せ
た
い
か
ら
と
丹
精
な
さ

る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の

よ
う
な
気
持
ち
は
、
き
っ
と
み
ず

み
ず
し
い
甘
さ
の
記
憶
と
と
も
に

「
自
分
は
大
切
に
さ
れ
て
い
る
」

と
い
う
思
い
と
し
て
次
の
世
代
に

受
け
継
が
れ
て
い
く
に
違
い
あ
り

ま
せ
ん
。教

育
相
談
員
　
伊
藤
　
宏

（
今
月
の
休
室
）

8
月
8
・
15
・
18
日

電
話
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
　
2
│
0
5
9
1

E
m
ail:sodanhachijo@

ybb.ne.jp

教
育
委
員
会だ

よ
り

�

●休館日　毎週水曜日　8月31日（木・館内整理日）�
●開館時間　午前9時～午後4時30分�
●新着図書�
『乱鴉の島』　有栖川有栖�

『地域づくりハンドブック』　地域づくりハンドブック2006編集委員会�

『教えて！ヒデ　－ルール＆テクニックにヒデが答える－』　中田英寿�

『ビアトリクス・ポターのおはなし』　ジャネット・ウィンターほか�

●カウンターから�
コミュニティセンター入口横のリサイクルコーナーにある古新聞・

古雑誌・古本は、自由にお持ちいただけます。�

現在、電算化作業における蔵書の処分や、2004年度購入雑誌

の処分のため、いろいろな本・雑誌を出しています。特に雑誌は

一度に出せる量が限られますので、お目当ての雑誌がある方は

まめにチェックして下さい。�

●お問い合わせ�
教育課生涯学習係　2－0797

日 　　会議名 　 　　   議題等�

6月の主な会議�

庁議�

議会運営委員会�

自治振興委員代表者会議�

第２回八丈町議会定例会�

課長連絡会議�

平成18年度八丈町教育�
委員会第3回定例会�

農業委員会第3回総会�

1日�

2日�

3日�

8日�

12日�

13日�

26日�

平成18年度八丈町表彰�

第２回八丈町議会定例会�
について�

一般会計補正予算　ほか�

自治振興委員・納税貯蓄組合長�
の集いについて　ほか�

第25回小笠原親善訪問�
について　ほか�

就学援助受給者の認定について�

八丈町農業振興地域整備�
計画案に対する意見について�
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広報はちじょう ●INFORMATION 母子保健／8月の予防接種外来／子ども家庭支援センターからのお知らせ

○
対
象
者

平
成
18
年
3
月
4
日
〜
平
成
18

年
5
月
1
日
生
ま
れ
の
乳
児

○
日

時

8
月
1
日
（
火
）

○
受
付
時
間

午
後
1
時
15
分
〜
2
時
15
分

○
場

所

八
丈
町
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

○
内
　
容

乳
児
健
康
診
査
、
B
C
G
接
種
、

離
乳
食
講
習
会

※
B
C
G
は
平
成
17
年
4
月
1
日
よ

り
結
核
予
防
法
で
生
後
6
ヶ
月

に
達
す
る
ま
で
の
期
間
に
直
接

B
C
G
接
種
実
施
と
な
り
ま
し

た
。
3
〜
4
ヶ
月
乳
児
健
診
時

に
で
き
る
だ
け
B
C
G
接
種
を
す

る
こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

○
対
象
者

平
成
15
年
6
月
7
日
〜
平
成
15

年
8
月
5
日
生
ま
れ
の
幼
児

○
日
　
時

8
月
22
日
（
火
）

受
付
時
間

午
後
1
時
15
分
〜
2
時
15
分

○
場
　
所

八
丈
町
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

※
健
診
の
各
対
象
者
に
は
個
別
通

知
し
ま
す
。

○
対
象
者

1
歳
6
か
月
以
上
の
未
就
学
児
。

○
日
　
時

8
月
21
日
（
月
）

午
前
9
時
〜
午
後
4
時

8
月
22
日
（
火
）

午
前
9
時
〜
午
後
2
時

○
場
　
所

八
丈
町
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

○
内
　
容

言
葉
が
遅
い
・
落
ち
着
き
が
な

い
・
身
体
の
動
き
が
ぎ
こ
ち
な

い
・
妙
な
癖
が
あ
る
な
ど
心
配

な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
専

門
の
心
理
相
談
員
が
相
談
に
応

じ
ま
す
。

※
心
理
相
談
は
電
話
予
約
を
し
て

く
だ
さ
い
。

○
対
象
者

平
成
17
年
5
月
19
日
〜
平
成
17

年
8
月
31
日
生
ま
れ
の
幼
児

○
日

時

8
月
31
日
（
木
）

受
付
時
間

午
前
9
時
15
分
〜
10
時

○
場
　
所

八
丈
町
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

○
対
象
者

平
成
14
年
5
月
27
日
〜
平
成
14

年
8
月
24
日
生
ま
れ
の
幼
児

○
日

時

8
月
24
日
（
木
）

受
付
時
間

午
前
9
時
15
分
〜
10
時

○
場
　
所

八
丈
町
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

※
健
診
の
各
対
象
者
に
は
個
別
通

知
し
ま
す
。

（
発
育
、
発
達
、
栄
養
育
児
等
相
談
）

ア
レ
ル
ギ
ー
が
あ
り
食
事
に
不

安
が
あ
る
な
ど
、
発
育
、
発
達
、

栄
養
、
歯
科
等
の
情
報
を
得
た
い

方
は
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ

い
。
妊
婦
相
談
に
も
応
じ
ま
す
。

母
子
健
康
手
帳
を
ご
持
参
く
だ
さ

い
。

○
日
　
程

8
月
8
日
（
火
）

○
受
付
時
間

午
前
9
時
30
分
〜
10
時
30
分

○
場
　
所

八
丈
町
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

■
問
い
合
わ
せ

健
康
課
保
健
係
　
内
線
3
8
0

町
の
集
団
接
種
（
三
種
混
合
・

麻
し
ん
･
風
し
ん
）
を
受
け
ら
れ

な
か
っ
た
方
は
、
健
康
課
保
健
係

で
接
種
の
日
時
を
予
約
し
、
予
防

接
種
無
料
券
を
受
け
取
っ
て
く
だ

さ
い
。

受
付
締
切
は
、
接
種
希
望
日
の

1
週
間
前
で
す
。

○
日
時

8
月
9
日
（
水
）

8
月
23
日
（
水
）

午
後
2
時
30
分
〜
3
時

（
予
約
制
）

○
場
所

町
立
八
丈
病
院
小
児
科

■
問
い
合
わ
せ

健
康
課
保
健
係

電
話
2
│
5
5
7
0

●
交
流
ひ
ろ
ば
の
催
し
に
つ
い
て

毎
週
水
曜
日
10
時
か
ら
親
子
で

楽
し
め
る
催
し
を
企
画
し
て
い
ま

す
。お

誘
い
合
わ
せ
の
う
え
、
ご
来

場
く
だ
さ
い
。

■
８
月
の
予
定

○
２
日
（
水
）

手
作
り
お
も
ち
ゃ
を
作
っ
て
遊

ぼ
う

○
９
日
（
水
）

磁
石
を
使
っ
た
釣
り
ゲ
ー
ム
で

一
緒
に
遊
ぼ
う

○
16
日
（
水
）

読
み
聞
か
せ
「
ノ
ン
タ
ン
　
ボ

ー
ル
ま
て
ま
て
」

ほ
か
　

○
23
日
（
水
）

手
遊
び
歌
で
一
緒
に
遊
ぼ
う

○
30
日
（
水
）

パ
ネ
ル
シ
ア
タ
ー

「
大
き
な
栗
の
木
の
下
で
」ほ

か

■
問
い
合
わ
せ
　

子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
　
　

電
話
　
２
│
４
３
０
０

8
月
の

予
防
接
種
外
来

3
〜
4
か
月
乳
児
健
康
診
査

3
歳
児
健
康
診
査

こ
ど
も
心
理
相
談

1
歳
児
歯
科
健
康
診
査

す
く
す
く
相
談

4
歳
児
歯
科
健
康
診
査

母
子
保
健

母
子
保
健�
母
子
保
健

母
子
保
健�

子
ど
も
家
庭
支
援

セ
ン
タ
ー
か
ら
の

お
知
ら
せ



平
成
18
年
9
月
30
日
の
任
期
満

了
に
よ
る
八
丈
町
農
業
委
員
会
委

員
選
挙
の
日
程
が
次
の
と
お
り
決

ま
り
ま
し
た
。

○
告
示
日

9
月
15
日
（
金
）

○
投
票
日
・
開
票
日

9
月
20
日
（
水
）

立
候
補
予
定
者
説
明
会
を
次
の

と
お
り
行
い
ま
す
。

立
候
補
を
予
定
し
て
い
る
方

（
代
理
人
も
可
）
は
、
ご
出
席
く

だ
さ
い
。

○
日
時

8
月
21
日
（
月
）

午
後
1
時
30
分

○
場
所

八
丈
町
役
場
大
会
議
室

■
問
い
合
わ
せ

八
丈
町
選
挙
管
理
委
員
会

内
線
2
1
5

平
成
18
年
10
月
24
日
の
任
期
満

了
に
よ
る
八
丈
町
議
会
議
員
選
挙

の
日
程
が
次
の
と
お
り
決
ま
り
ま

し
た
。

○
告
示
日

10
月
10
日
（
火
）

○
投
票
日
・
開
票
日

10
月
15
日
（
日
）

立
候
補
予
定
者
説
明
会
を
次
の

と
お
り
行
い
ま
す
。

立
候
補
を
予
定
し
て
い
る
方

（
代
理
人
も
可
）
は
、
ご
出
席
く

だ
さ
い
。

○
日
時

8
月
28
日
（
月
）

午
後
1
時
30
分

○
場
所

八
丈
町
役
場
大
会
議
室

■
問
い
合
わ
せ

八
丈
町
選
挙
管
理
委
員
会

内
線
2
1
5

8
月
に
入
り
、
ま
だ
ま
だ
暑
い

日
が
続
き
ま
す
。
八
丈
島
で
も
毎

年
熱
中
症
で
倒
れ
る
方
が
い
ま

す
。
重
度
の
熱
中
症
は
死
亡
事
故

に
至
る
危
険
性
が
あ
り
ま
す
。

熱
中
症
の
症
状
は
様
々
で
す
が

段
階
的
に
次
の
4
つ
に
分
け
ら
れ

ま
す
。

1
、
日
射
病：

め
ま
い
、
嘔
気
、

脱
力
感

↓

2
、
熱
痙
攣：

手
足
の
筋
肉
の
痛

み
や
痙
攣
、
腹
痛

↓

3
、
熱
疲
労：

頭
痛
、
血
圧
低
下
、

皮
膚
は
冷
た
い
が
発
汗
が
あ
る

↓
4
、
熱
射
病：

発
汗
は
停
止
、
体

温
42
℃
〜
43
℃
ま
で
上
が
る

【
応
急
処
置
】

高
温
多
湿
環
境
か
ら
避
難
、
衣

類
を
緩
め
湿
ら
せ
た
タ
オ
ル
等
で

体
表
面
を
冷
却
、
風
を
送
る
、
意

識
が
あ
れ
ば
ス
ポ
ー
ツ
ド
リ
ン
ク

等
を
補
給
さ
せ
る
。
3
、
4
の
症

状
が
あ
れ
ば
、
迷
わ
ず
に
救
急
車

を
要
請
し
て
く
だ
さ
い
。
放
置
す

る
と
死
亡
事
故
に
な
る
場
合
も
あ

り
ま
す
。

※
特
に
乳
児
、
高
齢
者
は
す
ぐ
に

脱
水
症
状
を
起
こ
し
ま
す
。
健

康
に
自
信
が
あ
っ
て
も
、
水

（
塩
分
な
ど
の
電
解
質
が
入
っ

て
い
な
い
）
の
み
を
補
給
し
た

場
合
に
起
こ
り
や
す
く
な
り
ま

す
。

■
問
い
合
わ
せ

八
丈
町
消
防
本
部

警
防
係
2
│
0
1
1
9

八
丈
町
消
防
本
部
・
消
防
団
で

は
、
一
般
住
宅
に
お
け
る
期
限
切

れ
等
消
火
器
の
回
収
・
廃
棄
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

期
限
切
れ
等
消
火
器
と
は
、
製

造
後
約
8
年
以
上
経
過
し
て
い
る

も
の
や
、
腐
食
、
変
形
が
生
じ
て

い
る
消
火
器
で
す
。

当
該
消
火
器
を
お
持
ち
の
方

は
、
各
地
域
出
張
所
（
大
賀
郷
地

域
に
つ
い
て
は
消
防
本
部
）
ま
で

ご
持
参
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

消
防
本
部
　
　
2
│
0
1
1
9

三
根
出
張
所
　
2
│
0
3
4
9

樫
立
出
張
所
　
7
│
0
0
0
3

中
之
郷
出
張
所

7
│
0
0
0
2

末
吉
出
張
所
　
8
│
1
0
0
3

12

広報はちじょう

八
丈
町
議
会
議
員

選
挙
立
候
補
予
定

者
説
明
会

熱
中
症
に
つ
い
て

期
限
切
れ
等
消
火

器
を
回
収
し
ま
す

●INFORMATION 議会議員選挙説明会／農業委員選挙説明会／熱中症について／期限切れ消火器の回収

八
丈
町
農
業
委
員

会
委
員
選
挙
立
候

補
予
定
者
説
明
会

臨時保育士募集

保育園の臨時保育士・代

替保育士、及び子ども家庭

支援センターのスタッフを

募集しています。保育士の

資格をお持ちの方、ぜひお

申し込みください。

■問い合わせ　

住民課厚生係
内線231
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広報はちじょう ●INFORMATION 島内生鮮食料品等小売価格／みどり東京プロジェクト／公開講座のご案内

公開講座のご案内�

■講座名「趣味の園芸」�
■実施日　�
9月16日、30日、10月7日、21日、28日�
（いずれも土曜日の午後2時～5時00分）�
■場所　�
八丈高校農業基礎実習室、温室�
■定員　�
20名�
■費用　�
受講料　1500円（事前納付）�
材料費　800円�
■募集期間　�
平成18年8月1日～8月10日（必着）�

�
■講座名「家庭でもできる簿記入門」（中級）�
■実施日�
10月21日、28日、11月4日、11日、18日、25日�
午前9時～12時00分あるいは午前9時30分から11時30分�
■場所　八丈高校会議室�
■定員　20名�
■費用　受講料　1500円（事前納付）�
　　　　材料費　1260円�
■募集期間　平成18年9月1日～9月10日（必着）�
�
�
■応募方法　�
往復はがき（住基カードによる電子申請も可）�
定員を超えた場合は抽選�
■申し込み�
〒100－1401　大賀郷3020番地�
■問い合わせ�
八丈高等学校　04996－2－1181�
�

「創ろう・守ろう・ふれあおう」�
みどり東京プロジェクト�

「創ろう・守ろう・ふれあおう」�
みどり東京プロジェクト�
東京市町村共同事業・山・里の体験�

第3回 檜原村�
（山の体験、渓流体験、間伐、薪づくり体験など）�
■期　　間 ： 8月29日（火）～30日（水）　1泊2日�
■場　　所 ： 東京都西多摩郡檜原村（フジの森宿泊）�
■交通手段 ： ＪＲ青梅線羽村駅集合　羽村駅から貸切りバスで移動�
■対　　象 ： 都内市町村在住の小学校5～中学校1年生 30人（多数抽選）�
■参 加 費 ： 1人　3000円�
■申込期間 ： 8月1日（火）～8日（火）消印有効�
�
第4回 日の出町�
（里の体験、竹の伐採・炭焼き体験、竹細工教室など）�
■期　　間 ： 9月10日（日）　日帰り（昼食付）�
■場　　所 ： 東京都西多摩郡日の出町（日の出太陽の家）�
■交通手段 ： ＪＲ青梅線羽村駅集合　羽村駅から貸切りバスで移動�
■対　　象 ： 都内市町村在住の小学校4～中学校1年生 50人（多数抽選）�
■参 加 費 ： 1人　1000円�
■申込期間 ： 8月1日（火）～15日（火）消印有効�
�
第5回 あきる野市�
（里の体験　休耕田の畦づくり、湿地の生物の生態観察など）�
■期　　間 ： 9月24日（日）　日帰り（昼食付）�
■場　　所 ： 東京都あきる野市横沢入�
■交通手段 ： ＪＲ青梅線羽村駅集合　羽村駅から貸切りバスで移動�
■対　　象 ： 都内市町村在住の小学校4～中学校1年生 50人（多数抽選）�
■参 加 費 ： 1人　1000円�
■申込期間 ： 8月1日（火）～22日（火）消印有効�
�
［申し込み方法］往復ハガキに郵便番号、住所、代表者のお名前、電話
番号、参加希望者名（学年）を明記のうえ、�
〒170－8691　豊島郵便局　私書箱57号�
「みどり東京プロジェクト（第○回　○○）係　宛まで�
�

問い合わせ　みどり東京プロジェクト事務局�
電話03－5949－1346　ＦＡＸ03－5396－8142�
�

島内生鮮食料品等小売価格調べ�
平成18年6月調べ（税抜き価格　単位：円）�

区分�
�

品目�

規　格� 最低価格�
�

最高価格�
�

平均価格�
�

前回調査�
平均価格�
�

キャベツ（中）�

�

じゃがいも�

たまねぎ�

あしたば�

牛肉�

豚肉�

鶏肉�

鶏卵�

�

鶏卵�

�

まぐろ�

�

みそ�

しょうゆ�

砂糖�

サラダ油�

牛乳�

灯油�

ガソリン�

島内産�

島外産�

島内産�

島外産�

�

�

カルビ�
１００ｇ�

�

�

�
（Ｍ）10個�

�
（Ｌ）10個�

刺身用�
１００ｇ�

�
１Ｋｇ�

�

�

�

�

�

�

レギュラー�
１Ｌ�

１個�

１個�

１ｋｇ�

１ｋｇ�

�

�

国産�

外国�

�

�

地卵�

他�

地卵�

他�

赤身�

中トロ�

パック入�

ポリ袋入�

�

�

�

�

�

�

現金�

掛売�

240�

238�

180�

158�

128�

150�

�

128�

128�

68�

348�

238�

347�

138�

500�

650�

313�

198�

158�

148�

288�

197�
�

1692�

157�

157

240�

398�

330�

330�

300�

340�

�

318�

294�

303�

350�

288�

378�

378�

850�

880�

650�

557�

450�

315�

630�

294�
�

1890�

165�

178

240�

304�

248�

238�

208�

230�

�

223�

188�

136�

349�

263�

365�

263�

637�

743�

481�

320�

304�

232�

479�

276�
�

1816�

161�

164

261�

310�

293�

263�

217�

141�

�

210�

168�

120�

341�

219�

368�

255�

589�

1029�

350�

393�

299�

233�

484�

248�
�

1794�

157�

160�

�

１Ｋｇ�

１束�

肩ロース　１００ｇ�

モモ肉　１００ｇ�

ボトル入　１Ｌ�

上白糖ポリ袋入　１Ｋｇ�

ボトル入　１．５Ｋｇ�

パック入　１Ｌ�
乳脂肪分３．０％以上�

配達料込　１８Ｌ�



町
で
は
、
プ
ラ
ス
1
万
人
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
目
標
達
成
後
も
多
く
の

お
客
様
に
来
島
し
て
い
た
だ
く
た

め
の
取
り
組
み
を
続
け
て
い
ま

す
。先

月
号
に
引
き
続
き「
お
じ
ゃ

れ
ハ
ガ
キ
」
を
広
報
は
ち
じ
ょ
う

と
一
緒
に
お
届
け
し
ま
す
。
こ
の

の「
お
じ
ゃ
れ
ハ
ガ
キ
」に
は
、
特

典
は
あ
り
ま
せ
ん
。
八
丈
島
が
一

番
に
ぎ
わ
う
季
節
で
す
。「島
の
夏
」

を
伝
え
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
青
く
澄
ん
だ
海
、
南
の

島
独
特
の
植
物
に
覆
わ
れ
た
山
、

夜
空
の
星
々
、
光
る
キ
ノ
コ
、
浜

辺
の
花
火
大
会
、
浜
遊
び
、
夏
の

八
丈
な
ら
で
は
の
食
べ
物
…
…
。

ま
た
、
ハ
ガ
キ
は
各
出
張
所
お

よ
び
観
光
協
会
（
空
港
、
港
案
内

所
を
含
む
）
に
も
あ
り
ま
す
の
で

ご
利
用
く
だ
さ
い
。
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広報はちじょう●INFORMATION 八丈町納涼花火大会プログラム／第10回八丈島浜遊び／おじゃれハガキ

浴衣コンテスト�
　　前夜祭に浴衣コンテストを行います。�
　　コンテスト対象者は小学生以上で男女は問いません。�
　　みなさん、ぜひ浴衣でお越しください。�
�
　　※出場希望の方はコンテスト当日、大会本部へ�
　　　18：30までにお越しください。小・中学生�
　　　の部、高校生以上の部、ファミリーの部で各部�
　　　先着10名までとさせていただきます。�
カラオケ�
　　前夜祭にカラオケを行います。�
　　自慢の美声を皆さんに聴かせたいかたはこちらまで。�
　　先着10名までとさせていただきます。�
�
　　受付先　　沖山　ＴＥＬ　2－4060�
　　　　　　　　　　ＦＡＸ　2－1682�
◆問い合わせ�
　八丈島納涼花火大会実行委員会事務局�
　　TEL　04996（2）1121（内線267）�
　　FAX  04996（2）4437　�

17：00 開場�
 金魚すくい�
 八丈太鼓�
 カラオケ�
 浴衣コンテスト�
 末吉ＢＯＮバンド�

※当日の天候等によりプログラムを変更する場合があります。�

8月10日（木）前夜祭�

8月11日（金）大会当日�16：30 開場�
 金魚すくい�
 島っ子太鼓�
 じゃんけん大会�
 月曜会（太鼓）�
 婦人会踊り�
 フラダンス�
 美咲　愛（歌手）�
 会長あいさつ�
20：00 花火打上げ�

場所：底土海岸�

第10回　八丈島浜遊び��第10回　八丈島浜遊び��第10回　八丈島浜遊び��
■日　　時　8月6日（日）　ＡＭ10:00～ＰＭ4:00�
■場　　所　神湊漁港・軍艦堤防�

抽選券付き乗り物券：1回500円�
�
プレジャーボート・マリンジェット・モンスターチューブ・バナナボート�
体験ダイビングｅｔｃ．いろいろ体験しよう！�
�
参加者募集／チビッコ日焼け大会・真っ白け大会・海女さん大会・スイカ品評会�
�
江戸消防記念会／まとい、木遣りを披露します。�

�
■協賛　八丈町・八丈島観光協会・八丈島漁業協同組合・東京島しょ農業協同組合八丈島支店・ＡＮＡ・東海汽船�
�
■問い合わせ　八丈島浜あそび実行委員会　電話：2－0111

島
の
夏
を
伝
え
た
い

「
お
じ
ゃ
れ
ハ
ガ
キ
」

を
お
届
け
し
ま
す
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広報はちじょう ●INFORMATION 8月の航路ダイヤ／町長上京日記／夏の八丈島主なイベント予定

便　名�

822�

850（844）�

826�

830

八丈発�

09:05�

11:55�

16:00�

17:30

大島着/発�

→�

12:35/13:05�

→�

→�

羽田着�

09:50�

13:35�

16:45�

18:15

便　名�

821�

823�

843（849）�

829

羽田発�

07:40�

10:30�

13:25�

16:05

大島着/発�

→�

→�

14:00/14:30�

→�

八丈着�

08:30�

11:20�

15:05�

16:55

機種�

A320�

B735�

B735�

A320

機種�

A320�

B735�

B735�

A320

�

羽田＝八丈島�

大島＝八丈島�

普 通 運 賃�

18，800�

16，900

往復割引（片道）�

11，300�

11，200

特　割   1�

11，300�

10，700

八丈島乗継きっぷ�

11，300�

―�

【ANA】TEL／0120-029-222（携帯電話の場合 0570-029-222）�

【東海汽船】TEL／2-1211�
「さるびあ丸」「かめりあ丸」�
三宅島・御蔵島経由　東京竹芝－八丈島 〈東京竹芝発22：30　八丈島発10：10〉�

8月の航路ダイヤ�

東京愛らんどシャトル空席状況�
アドレス（東邦航空ホームページ）�

http://www.tohoair.co.jp/business/�
dummyindex2.htm�
予約TEL / 2-5222 （9:00～16:00）�

●АＮА822便にて上京�
●第41回東京島嶼郷友連合会総会�
●平成18年度漁業事業関係及び農
協関係要望活動�
●ANA821便にて帰島�

●八丈高校卒業生激励会�
●ANA823便にて帰島�

●ANA821便にて上京�
●八丈島空港ターミナルビル（株）第
26回株主総会�
●八丈島空港ターミナルビル（株）第
152回取締役会�
● ANA823便にて帰島�

● ANA821便にて上京�
●東京都土地改良事業団体連合会
第1回理事会�
●第15回東京海区漁業調整委員会�
●（財）東京都島しょ振興公社運営
委員会�
●東京都教育長訪問（要望活動）�
●東京都漁業信用基金協会18年度
通常総会�
●東京都漁港漁場協会第58回通常
総会�
●平成18年度東京諸島観光情報推
進協議会�
●ANA823便にて帰島�

10日�
～13日�

17日�
～19日�

27日�
～7月1日�

23日�
～24日�

6月�6

夏の八丈島�
主なイベント予定�
夏の八丈島�

主なイベント予定�

6日（日） 團伊玖磨記念八丈島�
 サマーコンサート�
6日（日） 八丈島浜あそび�
11日（金） 八丈島納涼花火大会�

9月1日～ 八丈島宝さがし（仮称）�
99

88



SCHEDULE
2006 保� 上老�

町　立�
八丈病院� 保健所�

坂上老人�
福 祉 館�

三� 大� 樫� 中� 末� 保福�

三　根�
公民館�

大賀郷�
公民館�

樫　立�
公民館�

中之郷�
公民館�

末　吉�
公民館�

八丈町保健�
福祉センター�

町病�

八丈町役場　出張所／三根：2-0349　樫立：7-0003　中之郷：7-0002　末吉：8-1003 100%再生紙を使用しています。�

8月�

小笠原親善訪問�

休　業　日�

�ふれあいの湯�

みはらしの湯�

ザ・BOON�

やすらぎの湯�

７日（月）、２１日（月）、２８日（月）�

１日（火）、８日（火）、２２日（火）、２９日（火）�

２日（水）、９日（水）、１６日（水）、２３日（水）、３０日（水）�

３日（木）、１０日（木）、１７日（木）、２４日（木）、３１日（木）�

�

皮膚科�

甲状腺科�

耳鼻咽喉科�

糖尿病教室�

診　療　日� 診療時間�

９：００～�

９：００～�

９：００～�

１３：３０～�

�

９日（水）、２３日（水）�

１２日（土）�

１４日（月）～１８日（金）�

１８日（金）（会場：町立八丈病院会議室）�

�

�

町立病院�
臨時診療日�

温泉休業日�（受付時間／8：00～11：00）�
※新規患者の方は、８：３０から受付となります。�
※皮膚科は原則として予約診療となります。�

びん�びん� 資源資源�資源� 害�害� 金属�金属�　　　・・・燃えるゴミ　　　　　・・・空きびん　　　　　・・・資源ゴミ　　　　　・・・有害ゴミ　　　　　・・・金属ゴミ�燃�燃�8月のゴミ分別回収�

三　　根� 大　賀　郷� 樫立・中之郷・末吉�
日� 月� 火� 水� 木� 金� 土� 日� 月� 火� 水� 木� 金� 土�

害�害�
燃�燃�

害�害�
燃�

害�害�
燃�燃�

害�害�
燃�燃�

害�害�
燃�燃�

害�害�
燃�燃�

害�害�
燃�燃�

害�害�
燃�燃�

害�害�
燃�燃�

害�害�
燃�燃�

害�害�
燃�燃�

害�害�
燃�燃�

害�害�
燃�燃�

害�害�
燃�燃�

害�害�
燃�燃�

害�害�
燃�

金属金属�金属�

金属金属�金属�

害�害�
燃�燃� 金属金属�金属�

害�害�
燃�燃�

金属金属�金属�

金属金属�金属�

金属金属�金属�

金属金属�金属�

金属金属�金属�

日� 月� 火� 水� 木� 金� 土�

害�害�
燃�燃�

害�害�
燃�燃�

害�害�
燃�燃�

害�害�
燃�燃�

害�害�
燃�燃�

害�害�
燃�燃�

害�害�
燃�燃�

害�害�
燃�燃�

びん�びん�

びん�びん�

金属金属�金属�

金属金属�金属�

金属金属�金属�

金属金属�金属�

資源資源�資源�

資源資源�資源�

資源資源�資源�

資源資源�資源�

害�害�
燃�燃�

資源資源�資源�

資源資源�資源�

資源資源�資源�

資源資源�資源�

資源資源�資源�

資源資源�資源�

資源資源�資源�

資源資源�資源�

資源資源�資源�

資源資源�資源�

資源資源�資源�

燃�燃�

びん�びん�

みはらしの湯の休業が８月まで延長された場合には、�
その期間、他の温泉施設については休まず営業します。�
�

１�

８�

１５�

２２�

２９�

�

７�

１４�

２１�

２８�

６�

１３�

２０�

２７�

５�

１２�

１９�

２６�

４�

１１�

１８�

２５�

３�

１０�

１７�

２４�

３１�

２�

９�

１６�

２３�

３０�

�

１�

８�

１５�

２２�

２９�

�

７�

１４�

２１�

２８�

６�

１３�

２０�

２７�

５�

１２�

１９�

２６�

４�

１１�

１８�

２５�

３�

１０�

１７�

２４�

３１�

２�

９�

１６�

２３�

３０�

�

１�

８�

１５�

２２�

２９�

�

７�

１４�

２１�

２８�

６�

１３�

２０�

２７�

５�

１２�

１９�

２６�

４�

１１�

１８�

２５�

３�

１０�

１７�

２４�

３１�

２�

９�

１６�

２３�

３０�

�

日� 月� 火� 水� 木� 金� 土�日� 月� 火� 水� 木� 金� 土�

図書館休館日�

図書館休館日�

図書館休館日�

図書館休館日�

図書館休館日�

図書館休館日�

樫�１０：００～１２：００�
１０：００～１６：００�

公演　１９:３０～�

樫�７:００～１０:００�

八丈島納涼花火大会�
前夜祭 (底土海岸)�
１７:００～�

八丈島納涼花火大会�
(底土海岸) １６:３０～�

第10回八丈島浜遊び�
神湊漁港・軍艦堤防�

八丈町農業委員会委員選挙立�
候補予定者説明 役場大会議室�
１３:３０～�
�

團伊玖磨記念八丈島�
サマーコンサート八丈高校�

高齢者健康教室�
�

すくすく相談�
保福�９:３０～１０:３０�

保福�１３：１５～１４：１５�

保福�７:００～１０:００�

４歳児歯科健康診査�

保福�９：１５～１０：００�

１歳児歯科健康診査�
保福�９：１５～１０：００�

保福�９：００～１４：００�

こども心理相談�
�

保福�１３:１５～１４:１５�

３歳児健康診査�
�

保福�９：００～１６：００�

こども心理相談�
�

八丈町議会議員選挙�
立候補予定者説明会�
役場大会議室�
１３:３０～�
�

３～４か月乳児健康診査�
�
�
生活習慣病健診・がん検診�生活習慣病健診・がん検診�保福�７:００～１０:００�

生活習慣病健診・�
がん検診�

保福�７:００～１０:００�

生活習慣病健診・�
がん検診�

２７� ２８�

２６�２５��２２�

２９�

２１�

１９�１８�１７�１６�

２４�２３�

３１�３０�

１５�１３� １４�

２０�

１２�１１�１０�９�８�

５�

６� ７�

４�３�２�１�


